
 
 

事 務 連 絡 
令 和 ７ 年 ７ ⽉ ９ ⽇ 

 
各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課 
各 都 道 府 県 私 ⽴ 学 校 主 管 課  御中 
附 属 学 校 を 置 く 各 国 ⽴ ⼤ 学 法 ⼈ 担 当 課 

 
⽂部科学省総合教育政策局          
男⼥共同参画共⽣社会学習・安全課  

 
校庭等における危険物の確認・除去等について 

 
このたび、スポーツ団体の活動中に転倒した児童が、校庭に埋まっていた釘で裂傷を

負うという事故が発⽣しました。 
学校において児童⽣徒等が安⼼して活動するためには、校庭も含めた安全管理が適

切に⾏われることが重要であり、⽂部科学省で作成している「学校安全資料（「⽣きる
⼒」をはぐくむ学校での安全教育）」においても、下記のとおり、校庭等における安全
管理の項⽬を⽰しているところです。また、令和６年３⽉には、学校現場等において質
の⾼い実効性のある安全点検を実施するための参考となるよう、「学校における安全点
検要領」を公表しています。 

これまでも依頼してきたところですが、これらの資料等を御活⽤いただきながら、各
学校における安全点検の確実な実施について、よろしくお取り計らいいただきますよ
う、改めてお願いします。 
 

記 
● 学校安全資料（「⽣きる⼒」をはぐくむ学校での安全教育）（P.117） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 学校における安全点検要領 

https://anzenkyouiku.mext.go.jp/anzentenken/index.html 
 

【担当】 
⽂部科学省総合教育政策局             
男⼥共同参画共⽣社会学習・安全課 
安全教育推進室 学校安全係 

電話：03-6734-2966 



 
 

 
 

「学校における安全点検要領」安全点検の⽅法の解説（P.48） 

別添 


